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航空宇宙分野で
利用する通信機器
使用の規制緩和

航空宇宙分野において、技適（技術基準適合証明、工事
設計認証）を取得している通信機器について、実験試験
局免許を取得する場合は電波法第１５条に定める簡易
な手続きで免許を取得できるようにし、特定実験試験局
免許を取得する場合は事前点検を省略できるようにす
る。これにより、研究開発、飛行実験を迅速かつ低コスト
で実施・検証できるようにして、無人宇宙飛行機の開発
を始めとした、航空宇宙産業に係る研究開発を推進す
る。

無人宇宙飛行機の研究開発における
無線局免許については、実験試験局
免許あるいは特定実験試験局免許を
取得する必要がある。技適（技術基
準適合証明、工事設計認証）を取得
した通信機器を利用する場合であっ
ても、免許申請工程において落成検
査（実験試験局）あるいは事前点検
（特定実験試験局）が必須とされ、技
適取得時と同様の検査を再度実施す
ることになる。１機材あたり１００万円
程度の費用や２か月程度の期間の負
担が生じてしまい、研究開発を行う上
で課題となっている。

電波法第１０条、１５条、　無線局免許
手続規則 第５条第４項、１５条の４

区域計画に、事業者名・使用場所・使
用目的を位置づけることで、他の免許
に対応する技適（技術基準適合証
明、工事設計認証）を取得した通信機
器を同様の用途で利用する際には、
実験試験局免許を取得する場合は電
波法第１５条に定める簡易な手続き
で免許を取得できるようにし、特定実
験試験局免許を取得する場合は事前
点検を省略できるようにする。

総務省

　実験試験局及び特定実験試験局は、電波に係る科学
もしくは技術の発展のための実験等を実施する際に開設
する無線局であり、電波法令において、技術基準が定め
られていない無線設備を使用するため、または、既に定
められた技術基準を見直す等のために開設することを想
定しています。
　今回ご提案のあった、無人宇宙飛行機の研究開発に
係る無線局は、現行の技術基準に基づき技術基準適合
証明、または、工事設計認証を取得した無線設備の使用
を前提としていることから、一般的には実用局の免許の
取得が可能であり、電波法第15条に規定する簡易な免
許手続きにより、実用局として免許を取得し、運用頂くこ
とが可能と考えます。
　なお、電波法令上、無人宇宙飛行機の研究開発で使
用する無線設備について、実験試験局、または、特定実
験試験局として免許を取得する義務はございません。
　その他、無線局の免許に関するご不明な点等があれ
ば、適宜ご相談ください。
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